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―

新
た
な
門
出
に
、
お
め
で
と
う―
令
和
７
年 

成
人
式

　
令
和
７
年
成
人
式
が
１
月
３
日

（
金
）、
松
野
町
役
場
議
場
兼
大
会
議
室

で
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
年
20
歳
を
迎
え
る
人
（
平
成
16
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年
４
月
１
日
生

ま
れ
）
は
29
名
で
、
そ
の
う
ち
22
名
が

出
席
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
初
々
し

い
ス
ー
ツ
や
、
艶
や
か
な
振
袖
、
袴
な

ど
に
身
を
包
み
、
会
場
を
華
や
か
に

彩
っ
て
い
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
が

近
況
や
抱
負
を
発
表
し
、
坂
本
町
長
か

ら
は
エ
ー
ル
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
県
知
事
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
ほ
か
、
記
念
品
と
し
て
森
の
国
ガ
ラ

ス
工
房
風
音
の
ガ
ラ
ス
製
品
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

　
成
人
者
代
表
挨
拶
で
は
、
稲
田
大
翔

さ
ん
が
「
社
会
の
一
員
と
し
て
、
成
人

に
相
応
し
い
責
任
を
持
ち
、
感
謝
の
心

を
忘
れ
ず
成
長
し
て
い
き
た
い
。
仲
間

た
ち
と
共
に
新
し
い
次
代
を
切
り
拓
き

な
が
ら
、
人
心
緑
化
の
精
神
を
忘
れ
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
道
で
努
力
を
重
ね
て
い

く
。」
と
誓
い
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

　
参
加
者
は
、
久
々
に
会
う
級
友
と
の

会
話
も
弾
み
、
ふ
る
さ
と
で
の
楽
し
い

ひ
と
時
を
過
ご
せ
た
よ
う
で
す
。

　
20
歳
を
迎
え
る
皆
さ
ん
、
頼
も
し
い

次
世
代
の
担
い
手
と
し
て
、
大
い
な
る

飛
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

い
な
だ

ひ
ろ
と
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森の国カップ2024サッカー大会
　12月22日（日）、森の国ドームで森の国カップ2024サッカー大会が開催されました。
　この大会は、近隣市町のスポーツ少年団との交流を目的として、松野サッカースポーツ少年団が小
学３年生以下を対象に毎年開催しているものです。
　今年は、宇和島市、西予市、愛南町から４チーム、松野・近永合同で１チームの計５チームで優勝
を争いました。
　当日は気温が低く、とても寒い１日となりましたが、子どもたちの熱気あふれるプレーで大変盛り
上がり、無事すべての試合を行うことができました。
　松野・近永合同チームの結果は、２勝１分１敗で３位でした。選手の皆さん、
おめでとうございます！
【森の国カップ2024サッカー大会結果】
　優　勝：和霊（宇和島市）　準優勝：宇和（西予市）　３位：松野・近永

目黒地区餅つきイベント開催
　12月22日（日）、目黒基幹集落センターで、季節の風物詩「餅つき」イベント
が開催されました。
　これは年末に昔ながらの餅つきを体験し、でき立ての餅を味わうことができ
るイベントで地域を盛り上げようと、目黒の地域活性化団体「アイブラック」が
目黒分館と共同で開催したものです。

　当日は、町内外から約50名が参加し、昔ながらの餅つき
を体験しました。慣れてない参加者もスタッフのアドバイ
スを受けながら、徐々にリズミカルな杵の音を響かせ、周
りからの威勢のいいかけ声が会場を盛り上げていました。
でき立ての餅はアイブラックメンバーが丸めたり、ぜんざ
いにして即売コーナーで提供され、参加者は舌鼓を打っていました。
　やっぱり杵つき餅は一味違うと大好評だったようです。



４

ＡＬＴ　ＢＴＳ（Beyond the story)
　このコーナーでは、松野町のＡＬＴ（外国語指導助手）の母国の文化や、松野町での日常など
を紹介しています。今回は、ケイト先生が「愛にあふれたフィリピンのバレンタインデー」について
紹介します。皆さんも、日本語訳にチャレンジしてみてください。

（日本語訳）
　フィリピンでは、バレンタインデーがある毎年 2 月は「愛が渦巻く」ようになります。花やチョコ
レート、ぬいぐるみ、ロマンチックなカードを贈ったり、デートに出かけたりする、フィリピンのバ
レンタインデーの伝統の多くは、西洋の文化を反映しています。フィリピン人は愛情表現がとても豊
かで創造的な傾向があります。

　フィリピンの伝統的で有名な愛情表現の1つに、「ハラナ」と呼ばれるセレナーデがあります。昔は、
若い男性が恋人の家の窓際でギターを持って、恋人に向けてセレナーデを歌っていたそうです。近年、
ハラナは恋人に向けてだけの歌ではなくなってきています。学校では、多くの生徒が先生にセレナー
デを歌ってくれ、先生を特別な気分にさせてくれています。ハラナが一般的ではなくなってきていま
すが、今でもフィリピン人がラブソングを歌うのが好きなのは変わりません。

　一部の町では、バレンタインデーに地方自治体が無料で結婚式を企画
したり、合同で行うことがあります。これはフィリピン語で「カサラン 
バヤン」と言います。この結婚式は、自分たちだけで結婚するには経済
的に余裕のないカップルのために開かれるものです。通常本人たちが用
意する必要のあるウェディングケーキや花、指輪まですべてを地方自治
体が用意してくれるのです。そのため、バレンタインデーには 10 組か
ら多くて100組のカップルが同時に結婚式を行うことができるのです。
これは素晴らしいことではないでしょうか。

　独身であっても、特別な人と一緒であっても、あるいは家族と一緒で
あっても、バレンタインデーは誰もが愛し愛されるに値する大切な日で
あるということを忘れないでほしいと思います。

［Tatak Pinoy: Celebrating Love on Valentine’s Day］

In the Philippines, “love is in the air” every February because of Valentine’ s 
Day. Many Valentine’ s Day traditions in the Philippines mirror familiar 
Western versions such as giving flowers, chocolates, stuffed animals, and 
romantic cards or going to dates. Filipinos tend to be very creative in 
expressing their affection and celebrating all kinds of love.

One famous traditional Filipino way of expressing love is through serenades called “harana” . 
Back in the day, the young man would go to his lady love’ s house, bringing a guitar to serenade 
her with songs by her window.  However, nowadays, harana is not only for lovers.  In schools, 
most students would serenade their teachers during this day to make them feel special.  Even 
though harana is not so popular now, Filipinos still love to sing love songs.

In some towns, the local government will organize mass weddings for free during Valentine’ s 
Day. This is called “Kasalang Bayan” in Filipino. The nuptials help couples who can’ t afford to 
get married by themselves. Usually, couples prepare their own wedding cake, flowers, and 
wedding rings. During a Kasalang Bayan, the local government sponsors all the wedding 
materials. Ten to a hundred couples can get married at the same time on Valentine’ s Day. Isn’ t 
that amazing?

Whether you are single or with a special someone or even just with your family on Valentines 
Day, I hope you remember that everyone deserves to love and be loved.
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防災安全コーナー

交通ルールをみんなで守ろう

　一時停止が指定されている場所は、横断歩道の他に信号機のない交差点（道路交通法　第
43条）や歩道を横切る直前（同法　17条第2項）、踏切を横断する直前（同法　第33条）など
があります。
　一時停止をせずに、徐行したまま歩道や交差点などに進行した場合、瞬時に安全を確認す
る必要があります。それでは、歩行者や自転車を見落としたり、交差道路より追ってくる車
両との距離を見誤ったりして交通事故を起こしてしまうリスクが高くなります。一時停止を
することにより、周囲の交通状況を目で確かめて安全な判断を行うことができます。一時停
止が義務付けられている場所では車を止め、周囲の安全確認を十分に行ってから通過するこ
とが大切です。
　また、信号機のない横断歩道で歩行者
が横断している、または横断しようとし
ている場合、自動車は横断歩道の手前で
一時停止し、歩行者の通行を妨げないよ
うにしなければならないと道路交通法で
定められていますので、道路周辺の状況
に常に注意しながら安全運転を心がけま
しょう。

　令和元年から令和５年の５年間における死亡事故状況をみると、17時台から19時台に急
激に死亡事故件数が増えています。
　この時間帯は周囲の視野が徐々に悪くなり、距離や速度が分かりにくくなります。前方が
見えなくなってはじめて点灯した場合、ほかの車や歩行者が自分の車の存在を認識するのが
遅れたり、気付かずに行動することによって交通事故につながる恐れがあります。そのため、
日没前から「早めのライト点灯」を行い、自分の車の存在を周囲に知らせるようにしましょう。
　また、薄暮時間帯には、速度を落として、周囲の交通状況に一層注意して慎重な運転を心
がけましょう。

早期点灯のタイミングは、日没の30分より前が目安です。
（警視庁HP「薄暮時間帯における交通事故防止」より）

一時停止して安全確認を行いましょう

早めのライト点灯が大切
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山城作業日記 河後森城からこんにちは －９－
令和版

か ご もりじょう

　前回の広報では、山城を守るために設けられた人工的な防御施設として、普請（土木作業）と作事（建
築作業）という大きく二つの工法があったことを紹介しましたが、今回からは、このうち山の本来の
地形を改変する行為である普請について触れていきたいと思います。
　まずは切岸です。切岸は、その名のとおり人工的に切ってつくられた崖のことを指しており、山上の
曲輪と呼ぶ平坦地の周囲をとりまくように設けられていました。河後森城の西第十曲輪では、この切岸
を発掘調査で検出していますが、高さは５～６メートル程度、角
度は約60度ととても急傾斜だったことがわかっています。
　高低差をもち、まさに崖のように切り立った切岸の存在は、
敵の登城を阻止する大きな障害となりました。敵兵は、ただで
さえ重たい武器や武具を身にまとい、両手両足を踏ん張って山
をよじ登ろうと挑んだでしょうが、おそらく頭上の曲輪からは
石や弓矢、鉄砲などによる攻撃が降り注いでいたものと想像で
きます。

ふしん

きりぎし

くるわ

がけ

さくじ

切岸を使った攻防体験の様子

　12月26日（木）虹の森まつの保育園で、年末恒例のお餅つきが行われました。
　保護者有志のお手本の後、子どもたちが１人ずつ杵を持ち、「ヨイ
ショ！」のかけ声に合わせて餅をつきました。子どもたちは、自分のつい
た餅を「自分でついたけん美味しい！」と口いっぱいに頬張っていました。
　※この餠は、喉につまらないよう柔らかく作られています。

保育園
コーナー みんなでぺったん！お餅つき

令和７年の区長さんが決まりました
※敬称略、順不同

よろしくお願いします。

部 落 名
松　　丸
延　野　々
豊　岡　後
豊　岡　前
富　　岡

部 落 名
上　家　地
目　　黒
吉　　野
蕨　　生
奥　野　川

区　長　名
酒　井　博　司
岡　村　　　勝
中　脇　　　優
山　木　幸　三
須　田　正　文

区　長　名
村　田　和　宏
森　　　英　雄
長　谷　信　昭
金　谷　恒　夫
豊　永　純　一
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人
権
の
広
場

町の人口 令和６年12月31日現在
※外国人を含みます

世帯数　1,925 世帯（＋10世帯） 

総人口　3,484 人 （＋４人） 
　　　　　男1,645 人　女1,839 人
                    （12 月中の異動） 
　　○出　生　０人　○死　亡　　7人
　　○転　入　31人　○転　出　20人

人
権
問
題
へ
の
向
き
合
い
方

中
学
一
年

　
私
は
、「
あ
お
ぞ
ら
子
ど
も
会
」
と
い
う
人
権
に
つ
い
て
学
習
す
る
会
に
入
っ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
会
で
は
、
人
権
に
つ
い
て
発
表
し
た
り
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
情
報
を
共
有

し
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
夏
、
人
権
委
員
の
中
学
生
と
一
緒
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
を
訪
問
し
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
見
た
こ
と
も
な
い
初
め
て
の
場
所
で
し
た
。

大
島
青
松
園
が
ど
ん
な
場
所
な
の
か
あ
ま
り
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
島
に

着
き
、
島
で
働
い
て
い
る
方
に
大
島
青
松
園
の
歴
史
を
聞
き
ま
し
た
。
入
所
者
の
方
の

中
に
は
、
差
別
さ
れ
、
家
に
帰
れ
ず
島
で
亡
く
な
っ
た
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る

そ
う
で
す
。だ
か
ら
、島
に
は
遺
骨
を
安
置
し
て
お
く
建
物
で
あ
る
納
骨
堂
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
「
偏
見
」
と
い
う
言
葉
に
意
識
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
大
島
青
松
園
を
訪
問
し

て
か
ら
、
偏
見
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
今
も
島
で
生
活
さ
れ
て

い
る
Ａ
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。Ａ
さ
ん
は
病
気
の
た
め
に
十
一
歳
の
と
き
に
故
郷
の

愛
媛
県
を
離
れ
、
約
八
十
年
間
、
島
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
病
気
の
後
遺
症
で
目
が
見

え
な
く
な
り
、
今
は
車
い
す
で
生
活
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
大
島
青
松
園
で
は
本
名
を
名

乗
れ
ず
、
別
の
名
前
を
名
乗
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。

　
私
は
松
野
町
に
帰
っ
て
来
た
後
も
差
別
や
偏
見
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。改
め
て
思
っ

た
こ
と
は
、
差
別
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
当
時
、
ま

だ
分
か
ら
な
い
病
気
だ
っ
た
た
め
、
療
養
さ
せ
る
場
所
を
離
れ
た
場
所
に
作
っ
た
こ
と

は
仕
方
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
病
気
が
治
っ
た
後
も
隔
離
を
続
け

た
り
、
見
た
目
や
思
い
込
み
で
差
別
し
た
り
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
ま
た
、
身
内
が
療
養
所
に
入
所
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
差
別
さ
れ
る
の
は

お
か
し
い
で
す
。
そ
れ
が
原
因
で
病
気
が
治
っ
て
も
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
帰

り
づ
ら
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
の
は
、
入
所
者
の
方
も
家
族
の
方
も
つ
ら
い
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
ハ
ン
セ
ン
病
と
同
じ
で
、
人
か
ら
人
へ
感
染
す
る

病
気
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
し
た
当

初
は
、「
コ
ロ
ナ
差
別
」
と
い
う
言
葉
を
毎
日
、
ニ
ュ
ー
ス

で
聞
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
Ａ
さ
ん
が
聞
い
た

ら
「
あ
の
頃
と
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
」
と
思
う
の
で
は

な
い
か
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
今
は
偏
っ
た
見
方
で
判
断
す

る
の
は
お
か
し
い
と
思
う
人
が
増
え
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
ま
だ
、
世
界
に
は
偏
見
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
悔
し
い

で
す
。

　
大
島
青
松
園
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
々
の
高
齢
化
が
進
ん

で
い
ま
す
。
残
り
の
時
間
を
安
心
し
て
過
ご
し
て
も
ら
う
た

め
に
も
、
差
別
を
な
く
す
に
は
未
来
を
受
け
継
ぐ
私
た
ち
若

い
世
代
が
動
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ハ
ン
セ
ン
病
が
原

因
の
差
別
を
実
際
に
経
験
し
て
い
な
い
私
た
ち
に
は
、
本
当

の
苦
し
み
や
痛
み
は
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
、

差
別
を
受
け
て
き
た
人
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
は

で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
人
権
問
題
を
解
決
す
る
に
は
理
解
が

必
要
で
す
。
私
た
ち
が
正
し
い
知
識
を
伝
え
て
い
く
こ
と
で

人
権
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
信
じ
て
い
ま
す
。

写真は本文と関係ありません

葛
句
会　
12
月
例
会
句
会

　
　
　
　
於　
松
野
町
役
場
庁
舎
２
階

俳
句
ポ
ス
ト
投
句
作
品
優
秀
句

　
　
　
　
　

  　
　

12 

月
投
函
分

12
月
の
入
選
句
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

選
者　

葛
句
会
会
長　

谷
き
よ
し

ま
ち
の
投
句
箱

軽
ト
ラ
市
解
体
シ
ョ
ー
の
黒
マ
グ
ロ

谷　

き
よ
し

師
走
入
り
用
な
き
電
話
二
度
三
度

稲
谷
キ
ミ
コ

と
き
め
き
て
紐
ほ
ど
き
た
る
年
の
暮

岩
崎　

淳
美

師
走
入
赤
穂
浪
士
の
憂
い
か
な金

谷　

重
子

欅
落
葉
よ
り
中
古
車
の
見
え
隠
れ

川
嶋
ぱ
ん
だ

冬
田
鋤
く
雲
の
流
れ
を
見
定
め
し

ひ
の
た
い
ら
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Informationお し ら せ

１　
行
政
相
談

【
日　
　
時
】
２
月
10
日
㈪
10
時
〜
12
時

【
場　
　
所
】
役
場
２
階

【
内　
　
容
】
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
要
望

【
相
談
員
】
山
﨑　
ル
リ
子
（
行
政
相
談
委
員
）

２　
弁
護
士
相
談

【
日　
　
時
】
２
月
10
日
㈪
10
時
〜
12
時

【
場　
　
所
】
社
会
福
祉
協
議
会

【
内　
　
容
】
弁
護
士
相
談

【
相
談
員
】
弁
護
士

　
　
　
　
　
　

※

予
約
が
必
要
で
す
。

【
問
合
せ
先
】
☎
０
８
９
５
・
４
２
・
０
７
９
４

３　
人
権
相
談

【
日　
　
時
】
２
月
10
日
㈪
10
時
〜
12
時

【
場　
　
所
】
役
場
１
階

【
内　
　
容
】
人
権
相
談

【
相
談
員
】
人
権
擁
護
委
員

　
納
付
書
に
よ
り
現
金
で
納
付
を
し
て
い
た
だ
く
人
に

は
、
２
月
中
旬
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
（
詳
細
は
納
付
書
裏
面
に

記
載
）
で
も
お
支
払
い
い
た
だ
け
ま
す
。
口
座
振
替
を
御

希
望
の
人
は
、『
口
座
振
替
申
込
書
』
を
金
融
機
関
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
４
月
の
当
初
通
知
時
に
送
付

済
で
す
。

　
紛
失
さ
れ
た
場
合
等
は
、
役
場
町
民
課
賦
課
徴
収
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

『
口
座
振
替
申
込
書
』
は
役
場
の
他
に
、
関
係
金
融
機

関
に
も
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
【
問
合
せ
先
】

　
町
民
課　
賦
課
徴
収
係

　
☎
０
８
９
５
・
４
２
・
１
１
１
２

　
障
が
い
者
雇
用
を
検
討
し
て
い
る
企
業
と
働
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
障
が
い
の
あ
る
人
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
イ
ベ
ン

ト
で
す
。参
加
申
込
は
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

【
日　
　
時
】

　
２
月
20
日
㈭※

午
前
・
午
後
の
２
部
制

【
問
合
せ
先
】

　
一
般
社
団
法
人
え
ひ
め
Ｉ
Ｃ
Ｔ
チ
ャ
レ

ン
ジ
ド
事
業
組
合

　
☎
０
８
９
・
９
２
３
・
５
０
０
２

　
（
事
務
局
：
ぶ
う
し
す
て
む
）

　
観
光
施
設
や
飲
食
店
等
で
使
え
る
電
子
ク
ー
ポ
ン
の
配

布
や
、
県
産
品
が
当
た
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
等
、「
み
き
ゃ

ん
ア
プ
リ
」
を
使
っ
て
東
予
・
南
予
を
お
得
に
周
遊
で
き

る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
ま
す
。

【
日　
　
時
】

　
２
月
22
日
㈯
〜
３
月
30
日
㈰

【
問
合
せ
先
】

　
え
ひ
め
東
予
・
南
予
満
喫
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局

　
（
株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
四
国
）

　
☎
０
８
９
・
９
１
３
・
０
３
９
０

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

２
月
28
日
が
納
期
限
の
税
目
等

２
月
28
日
が
納
期
限
の
税
目
等

農業委員会だより（２月号）
　
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
基
づ
く

農
地
の
貸
借
（
利
用
権
設
定
）
は
、
令
和
７
年
３

月
31
日
で
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、基
盤
法
に
基
づ
く
農
地
の
貸
借
（
新

規
又
は
更
新
）
に
つ
い
て
は
、
２
月
20
日
を
以
て

受
付
を
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
契

約
期
間
中
の
利
用
権
設
定
に
つ
い
て
は
、
４
月
１

日
以
降
も
そ
の
契
約
期
間
満
了
ま
で
は
有
効
で
す
。

ま
た
、
４
月
１
日
以
降
に
農
地
の
貸
し
借
り
を
新

規
又
は
更
新
す
る
場
合
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構

を
介
し
た
「
農
地
中
間
管
理
事
業
」
に
よ
る
貸
借

の
活
用
を
ご
案
内
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
貸
借
等
に
関
す
る
こ
と
は
、
基

盤
法
に
よ
り
手
続
き
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
制

度
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
不
明
な
点
等
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
農
業
委
員
会
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】

　
農
業
委
員
会
事
務
局　
☎
４
２
・
１
１
１
４

農
地
の
貸
し
借
り
の
制
度
が

変
わ
り
ま
す

農
地
の
貸
し
借
り
の
制
度
が

変
わ
り
ま
す

え
ひ
め
東
予
・
南
予
満
喫
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
開
始

え
ひ
め
東
予
・
南
予
満
喫
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
開
始

企
業
と
障
が
い
の
あ
る
人
を
つ
な
ぐ
！

『
え
ひ
め
障
が
い
者
雇
用
マ
ッ
チ
ン
グ

フ
ェ
ス
タ
』

企
業
と
障
が
い
の
あ
る
人
を
つ
な
ぐ
！

『
え
ひ
め
障
が
い
者
雇
用
マ
ッ
チ
ン
グ

フ
ェ
ス
タ
』

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料

国
民
健
康
保
険
税

固
定
資
産
税

第 

８ 

期

第 

４ 

期
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Informationお し ら せ

愛媛県立松山東高等学校通信制課程　前期入学（４月入学）生徒募集
　詳細は下記問合せ先へ電話で問合せください。

【説 明 会】２月3日（月）、16日（日）、23日（日）、３月24日（月）
　　　　　　※入学を希望される生徒本人に直接説明し、願書を手渡ししています。
　　　　　　　本人以外には渡せません。
【出願期間】１次　２月14日（金）～ 2月28日（金）必着
　　　　　　２次　３月21日（金）～４月１日（火）必着
【問合せ先】 愛媛県立松山東高等学校通信制課程
　　　　 　　 ☎089－945－0131

特定最低賃金改正のお知らせ
●愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和６年12月25日から施行することとしました。
　施行後の最低賃金額は次のとおりです。
　①パルプ、紙製造業最低賃金（1時間１,０５０円）
　②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金（1時間１,０４９円）
　③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金（1時間1,０３８円）
　④船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金（1時間１,０７０円）
●上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種が定められており、
これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金（1時間９５６円）が適用されます。
【問合せ先】
　愛媛労働局　賃金室　　☎089－935－5205
　宇和島労働基準監督署　☎0895－22－4655

　この交通災害共済は、万が一交通事故により死亡又はケガをされた場合に、見舞金を支給する公的共済
制度であり、松野町においては、令和６年度は約1,000名にご加入いただいています。
　申込みは、個人情報保護の関係から、各世帯で行っていただきます。保育園児の加入も各世帯で申し込
みが必要です。
　また、令和５年度分より申込書の様式が変更になり、全世帯に申込書を郵送しています。ご理解とご協
力のほどよろしくお願いいたします。

１　申込方法　各世帯に郵送している申込書にご記入いただき、掛金と合わせてお申し込みください。
　　　　　　　（申込書がない場合は、掛金のみお持ちください。）

２　申込期限　令和７年３月28日(金)

３　申込受付会場

令和７年度交通災害共済の加入を受け付けています！

日　　　付
１月 27日㈪～３月 28日㈮
１月 27日㈪～３月 28日㈮

３月３日㈪
３月４日㈫

時　　間
８：30 ～ 17：15（土・日・祝除く）
８：30 ～ 16：30（土・日・祝除く）

９：00 ～ 15：00
９：00 ～ 12：00

会　　場
松野町役場総務課
吉野生支所

旧松野南小学校
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Informationお し ら せ

医療 ・ 保健福祉情報コーナー
暮らしに役立つ

中央診療所ドクターより
　帯状疱疹は、痛みを伴う皮膚疾患で、発症する原因は免疫力の低下と言われて
います。ストレスが多い現代社会においては、近年増加傾向にあります。
　帯状疱疹は早期治療が重要です。早期に適切な治療を行うことで、症状を軽く
し、合併症や後遺症である帯状疱疹後神経痛のリスクを減らすことができます。
帯状疱疹かなと思ったら、早めに医師にご相談ください。
　（痛みに加えて皮膚に発疹などが現れた場合には、先延ばしせず３日以内に受
診してください。※３日以内に抗ウイルス薬を使用すると治りが早いと考えら
れています。）

帯状疱疹について
　水痘（みずぼうそう）にかかった後、免疫状態が低下したときや加齢に伴って、神経節（末梢神経の
神経細胞が集まっている部分）などに潜伏していた水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化することで発
症します。

【症状】 
　頭、顔、体の片側の神経に沿った部分に、ピリピリ、チクチクとした痛みが起こります。
　その後、痛みが出た部分に赤い発疹があらわれ、水ぶくれが集まってでき、やがてかさぶたとなっ
てとれます。皮膚の症状が治まった後も、痛みが改善せず長期間続くこともあります。（帯状疱疹後
神経痛）

【予防】 
　免疫の低下が帯状疱疹につながることから、日頃からの体調管理が大切です。栄養バランスのとれ
た食事、十分な睡眠、適度な運動などを心掛けましょう。

【ワクチン接種】
　帯状疱疹ワクチンは、発症を抑制し、重症化や後遺症の予防につながるとされています。50歳以
上の人はワクチンを摂取することができますのでご検討ください。

〇　患部を冷やさないようにしましょう　
　　・・・患部が冷えると痛みがひどくなります。できるだけ冷やさず温めて血

行をよくしましょう。

〇　水ぶくれは破らないように気を付けましょう
　　・・・水ぶくれが破れた部分の細菌による化膿を防ぐためにも、患部は触ら

ないようにしましょう。

松野町中央診療所看護師　

　町政などに対するご意見・ご要望は、総務課までお寄せください。
 【提出・問合せ先】
　〒７９８－２１９２　愛媛県北宇和郡松野町大字松丸３４３
　総務課　☎０８９５－４２－１１１１　m-soumu@town.matsuno.ehime.jp

皆さんの声を聞かせてください
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Informationお し ら せ

～中央診療所の外来診療時間～
受付時間　８：３０～１１：３０　１３：３０～１６：３０　
診療時間　９：００～１２：００　１４：００～１７：１５
○診療の際は、マイナンバーカードをご掲示ください。
○土・日・祝祭日・年末年始は休診です（開業医、休日当番医をご確認ください）。

○発熱外来診療（要連絡）　　
　発熱や咳、鼻水等、風邪症状がある場合は、診療時間内にまずは電話で連絡をお願いします。
　※午前の部10：30～　午後の部15：00～　（発熱外来の受付は15時まで）

○インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルスワクチン接種について　　
　予約受付方法：中央診療所受付での申込み又は電話申込み　☎0895－42－0707
　予約受付時間：平日9：00～ 16：30　※接種希望日の前日までにご予約をお願いします。

○中央診療所外来診療：中央診療所では、定期通院の人を対象とした予約受付を行っております。

検　査 随　時、予約制
月

羽生田医師
窪田医師

１診
２診

２診 交　代 県立中央病院
杉山医師

西予市民病院
塚原医師・水口医師 交　代

交　代

火

羽生田医師
－

水

－
窪田医師

木

羽生田医師
窪田医師

金

午 

前

午 

後
※都合により変更になる場合があります。

場　　所

種　　類

実施期間

実施曜日

実施時間

料　金
（自己負担）

持 参 品

問合せ先

中央診療所

インフルエンザ予防接種 新型コロナウイルスワクチン接種

月曜日

65歳以上の人は、送付されている問診票を持ってきてください。

中央診療所　☎０８９５－４２－０７０７

要予約
（診察がある場合は、診察時に予約なしで接種できます。）

15：45～ 16：15診療時間内（受付順）

木曜日

要予約

令和７年２月28日（金）まで
（土・日・祝日は除く）

65歳以上　
　令和７年１月31日（金）まで 
 １回　1,500円
　令和７年２月３日（月）から２月28日（金）まで 
 １回　4,400円
３歳～ 65歳未満 １回　4,400円
６ヶ月～３歳未満 １回　2,300円

65歳以上　
　令和７年３月31日（月）まで 
 １回 　 3,000円
12歳～ 65歳未満 １回　15,500円
                             　 
【ワクチン】
ファイザーコミナティ筋注シリンジ12歳以上用

令和７年３月31日（月）まで
  （土・日・祝日は除く）

事前予約を
おススメします‼
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Informationお し ら せ

令和７年度（令和６年分） 町県民税等の所得申告受付と相談について
　所得申告の時期となりました。それぞれの地区ごとに申告の受付と相談を行いますので、日程表を御確
認の上お越しください。なお、それぞれの地区で申告できない人は、庁舎等で申告受付を行いますので、3
月17日（月）までに申告をしてください。

１　申告に必要なもの       
　⑴　事業（農業・営業・その他）の収入支出のわかる帳簿・書類（収入内訳書・通帳・領収書など）
　⑵　給与、公的年金のある人は、それぞれの源泉徴収票
　⑶　一時所得（個人年金や生命保険満期の受け取り等）のわかる書類
　⑷　社会保険料（国民年金保険料等）控除証明書、生命保険料・地震（旧長期損害）保険料の支払証明書
　⑸　医療費控除を受ける人は、医療費の領収書や保険等で補てんされた金額がわかる書類、通帳など
　⑹　住宅借入金（取得）等、特別控除を受ける人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書など
　⑺　障害者控除（扶養控除の障害者も含む）の適用を受ける場合は、身体障害者手帳等
　⑻　所得税を口座振替で納付される人や還付金の受け取りが見込まれる人は、本人名義の通帳と印鑑
　⑼　申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カード、運転免許証などの本人確認書類
　　※代理人による申告の場合も同様      
　【重要】事業所得（農業・不動産・営業など）の申告には、帳簿書類の作成が必要です。
　　事業所得（農業・不動産・営業など）がある人が、申告をする際には、その所得に係る取引を記録した
帳簿書類が必要となります。保存がない場合は、雑所得として計上されます。
　　事業所得として所得申告される場合は、収支内訳書とその書類作成の根拠となった帳簿や証拠書類等を
お持ちください。       
       
２　申告についてのお願い
　　例年、会場は大変混雑します。迅速な申告受付のため、次のことについて御協力をお願いします。 
　⑴　申告会場について
　　　会場では、定期的な消毒を実施いたしますが、その他の感染対策は皆様の自主的な判断による取組
みをお願いします。       

　⑵　医療費控除を受ける人
　　　受診者、医療機関ごとに、御自身で医療費を集計、医療費明細を作成しお持ちください。
　⑶　割り当て日程に都合が合わない人       
　　　受付対象地域外での申告は可能ですが、できる限り受付対象地域での申告への御協力をお願いします。

３　還付申告及び所得申告の受付・相談の日程等
　還付申告受付日程

　申告の対象は、令和7年1月1日現在、松野町に住所を有する人で、令和６年1月1日から令和６
年12月31日までの所得です。
　前年中に無収入の人でも申告していない場合は、国民健康保険税等の軽減が受けられないほか、所
得・課税（非課税）証明書等の発行や、児童手当の受給資格認定のための判定ができなくなります。
※　税務署で所得税の確定申告をされる人は、この町県民税の申告は必要ありません。

　9：00～ 15：00
　9：00～ 15：00

　9：00～ 15：00

　9：00～ 15：00
　9：00～ 15：00

木
金

水

木
金

2月 6日
2月 7日

2月 12日

2月 13日
2月 14日

全　　域

全　　域

全　　域

松　丸
延野々
豊　岡
富　岡
上家地
目　黒
吉　野
蕨　生
奥野川

役場１階
防災研修室

地区名 対象地区 月　日 時　　間 場　　所曜日
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　※還付申告とは
　　確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得
税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納
め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

　※注意事項       
　　 原則、還付申告のみの受付とさせていただきます。

　所得申告・申告相談受付日程

４　問合せ先
　　役場町民課　賦課徴収係　☎0895－42－1112

宇和島税務署から確定申告のお知らせ
　今年も確定申告の時期になりました。自宅等からスマートフォンやパソコンでの申告をお願いします。
　■　スマートフォンで確定申告
　　　国税庁ホームページの画面案内に沿って入力するだけで、申告書などの作成や
　　e-Taxによる送信ができます。
　■　確定申告会場
　　　○日２月17日（月）～３月17日（月）の平日　午前９時～
　　　　 ※入場整理券（午前８時30分～午後４時　当日券　署１階ロビー）又はLINE予約が必要です。
　　　○持マイナンバーカードとマイナンバーカードの２つのパスワード・必要書類
　　　○場宇和島税務署
　■　電話による申告相談
　　　○問国税相談専用ダイヤル☎0570－00－5901　
　　　○問宇和島税務署☎0895－22－4511
　　　　 チャットボットでも相談受付します。

確定申告書等
作成コーナーは
こちら！

チャットボット
「ふたば」

2月 17日

2月 18日
2月 19日

2月 21日

2月 25日

2月 26日

2月 28日

3月 2日

3月 3日
3月 4日
3月 6日
3月 7日
3月 10日
3月 11日
3月 13日

月

火
水

金

火

水

金

日

月
火
木
金
月
火
木

9：00～ 15：00

9：00～ 15：00
9：00～ 12：00

9：00～ 15：00

9：00～ 15：00

9：00～ 15：00

9：00～ 12：00

9：00～ 15：00

9：00～ 15：00
9：00～ 12：00
9：00～ 15：00
9：00～ 12：00
9：00～ 15：00
9：00～ 12：00
9：00～ 15：00

役場１階
防災研修室
役場１階
防災研修室
役場１階
防災研修室
役場１階
防災研修室
役場１階
防災研修室
役場１階
防災研修室
役場１階
防災研修室

旧松野南小学校

吉野生公民館

吉野生公民館

吉野生公民館

全　　域

東組　仲組　野尻　住宅組
五郎丸　古井谷

全　　域

全　　域

全　　域

全　　域

国木谷　下組　中央１　中央２
西の川　上目黒
西組　梁瀬　豊盛
町組　上在　（葛川）
鳥居　鈴井　真土

谷口　延行　（奥内）　（葛川）
全　域　（奥内）

松　丸

延野々

豊岡後

豊岡前

富　岡

上家地

目　黒

吉　野

蕨　生

奥野川

地区名 対象地区 月　日 曜日 時　　間 場　　所

町　内　全　域
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【介護料の支給】
　自動車事故が原因で脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷したことにより重度な後遺障害が残り、常時又は随時
の介護が必要な人に対し、介護料を支給しています。
（月額　36,500円～ 211,530円）

【無利子の生活資金貸付】
　自動車事故により保護者が死亡又は重度後遺障害者となったご家族（生活困窮家庭）のお子様に対し、中
学校卒業まで生活資金の無利子貸付を行っています。
　・一時金（初回のみ）‥‥‥‥‥‥　155,000円
　・月額（選択制）　　‥‥‥‥‥‥　10,000円又は20,000円
　・小学校と中学校入学支度金　‥‥　44,000円

【療護施設の設置・運営】
　自動車事故による重度後遺障害者（遷延性意識障害者）のための専門医院（療護施設）を全国12か所で設
置・運営しています。入院期間は概ね3年間です。
　中四国地区では岡山市に「岡山療護センター」、松山市に「松山市民病院（委託病棟）」があります。

【ナスバ（NASVA）交通事故被害者ホットライン】
　全国の交通事故被害者及びその家族等へナスバの支援制度や相談先にお困りの場合には各種相談窓口を
紹介しています。
　☎0570－000－738

【問合せ先】
　ナスバ（（独）自動車事故対策機構）愛媛支所
　☎089－960－0102
　URL:https://www.nasva.go.jp/sasaeru/index.html

自動車事故の被害に遭われた人へ
ナスバ（(独)自動車事故対策機構)では以下の取組を行っています。

　居住可能な空き家はありませんか。
　空き家に人が住むことで家が長持ちしたり、敷地内の草刈り等手入れがなさ
れます。また、家賃収入も期待されます。
　しかし、空き家を放置しておくと家が損傷し、近隣への影響やさらには解体 
せざるを得ない状況となり、大きな費用がかかることも予想されます。
　そこで松野町では、所有者と入居希望者をマッチングする「空き家 バンク」
を運営しています。 
　空き家バンクに登録をご希望の人は、下記までお問い合わせください。 　
【問合せ先】　ふるさと創生課　☎0895－42－1116

空き家バンクに登録しませんか？　～空き家所有者の皆さんへ～
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年 金 コ ー ーナ

●保険料を納めることが困難な場合
　ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部（４分の１、半額、４分の３）
が免除になる制度があります。

※複数年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができますが、申請書は申請する年度ごとに１枚必
要となりますのでご注意ください。

免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます！
例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が２分の１保障され
ます。（免除の手続きを行わず未納の場合は保障されません。）
※ 納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。

万が一の際にも保障を確保！
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの
遺族年金を受け取ることができます。

退職（失業等）により納付が困難な人は、特例免除を申請できます！

国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

手続きについて

国民年金保険料の納付が困難な人へ
国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です！

申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職（失業等）された人
※退職（失業等）された人の前年の所得をゼロとして審査します。

失業等のあった月の前月から翌々年６月まで
※免除等申請ができる期間
　・過去期間…申請書が受理された月から２年１か月前（すでに保険料が納付済の月を除く）

まで。
　・将来期間…翌年６月（１月～６月に申請したときは、その年の６月）分まで。
　ただし、１枚の申請書で申請できるのは、７月から翌年の６月までの12か月間となりま
すので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。

対象となる人

保険料の納付が
免除される期間

メリット１

メリット２

詳しくは、日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp
　　　　　宇和島年金事務所　　　　☎0895－22－5440
　　　　　松野町役場町民課　　　　☎0895－42－1113（課直通）

●申請書による申請
　１ 申請書の記入
　　　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入してください。
　２ 申請書を提出
　　 次のいずれかに提出してください。郵送でも手続きできます。
　　　・松野町役場　町民課　国民年金担当窓口
　　　・宇和島年金事務所
　　 退職（失業等）により納付が困難な人は、次の書類を添付してください。
　　　・失業した事実が確認できる証明書類の写し　
　　　　（雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確

認通知書など）
　　　　　なお、過去に同一の失業等の理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付等し

たことがある場合は、あらためて添付等する必要はありません。
　　　　※ 申請書は、松野町役場や宇和島年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。
　　　　※ 申請書による申請以外に、マイナポータルを利用した電子申請でいつでも免除等が申請できます。
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ペアレント・メンター養成講座 受講者募集
　松野町では、ペアレント・メンターになることに関心があり、発達障がいのあるわが子を育
てた経験がある人（町内在住）を対象に、ペアレント・メンター養成講座を開催します。

①講話では、愛媛県の発達支援の現状や、発達障がいの基本的な知識とペアレント・メンターの役割およ
び活動を学びます。
②演習では、相談に必要な基礎知識を学んだあと、実際に相談のロールプレイを行います。
受講申込締切　令和７年２月28日（金）
申込先・問合せ　松野町保健福祉課　☎0895－42－0708

ペアレント・メンターとは？？
　「親による親のための相談者」のことです。発達障がいの診断を受けたばかりの子どもの親や、さ
まざまな子育ての疑問をもつ親に対して、悩みを聞いて共感したり、情報提供を行ったりする親のこ
とです。

日　時
場　所
内　容
（予定）

令和７年３月 9日（日）13時半～ 16時半
松野町保健センター（松野町大字延野々 1406－4）
講話「愛媛県における発達支援の現状について」
　　愛媛県発達障がい者支援センター・あいゆう
　※以下の講師は、ペアレント・メンターえひめ担当
講話「相談技術・傾聴・秘密保持に関する基礎知識」
演習「相談活動のロールプレイ」
演習「ペアレント・メンターCafe」

 

えひめ結婚支援センター「ボランティア推進員」を募集します
　愛媛県が開設した「えひめ結婚支援センター」では、独身男女に出会いの場を提供する出会いイベントを
各地で開催しており、参加者の交際フォロー等を行う愛のキューピッド役として「ボランティア推進員」に
御協力いただいております。
　現在、県内で約230名が御活動されていますが、更なる活動を推進するため、出会いイベントの運営や
カップルのフォローにご協力いただける皆様を募集しています。
　つきましては、次のとおり説明会を開催しますので、ご興味のある人はぜひご応募ください。（完全予約
制・事前申込みが必要です。）

　南予地区説明会　※個別説明会（お1人ずつ説明します）
　【大 洲 市】　日　時　令和7年2月20日（木）10：00～ 15：00の間で1時間程度
　　　　　　　　場　所　えひめ結婚支援センター南予事務所

　【宇和島市】　日　時　令和7年2月23日（日・祝）13：00～ 16：00の間で1時間程度
　　　　　　　　場　所　パフィオ宇和島多目的室

問合せ先　えひめ結婚支援センター（（一社）愛媛県法人会連合会内）
　　　　　松山市大手町２－５－７　松山商工会館２階
　　　　　☎089－998－6770 
　　　　　ホームページhttps://www.msc-ehime.jp/ 
　　　　　お申込みメールアドレスoffice@msc-ehime.jp
　　　　　お名前・電話番号・参加希望会場・希望日時をメールにてご記入の上、お申し込みください。
　　　　　（申込締切：各開催日の２日前）
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松野町高齢者等ごみ出し支援事業
　高齢や障がい等により自ら家庭ごみを持ち出すことが困難な世帯のごみ出しの負担を軽減するため、自
宅に訪問してごみの回収を行います。

１　対象となる世帯
　　家庭ごみをごみ集積所まで自ら持ち出すことが著しく困難であり、かつ、家庭ごみをごみ集積所まで
持ち出すことについて、近隣住民その他身近な者の協力を得ることが困難であると認められる世帯のう
ち、次に掲げる人のみで構成される世帯
　⑴ 介護認定を受け、ごみ出しの支援が必要と認められる人
　⑵ 障がいがある人で居宅介護の支給決定を受け、ごみ出しの支援が必要と認められる人
　⑶ 80歳以上の者

２　事業申請 
　　ごみ出し支援事業を受けるためには申請が必要です。提出書類は次のとおりです。
　⑴ 松野町高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書
　⑵ 身分証明書（保険証や介護保険証など）
　⑶ 計画書の写し　※対象となる世帯のうち⑴または⑵の人

３　申請手続きの流れ

４　事業開始
　　令和７年１月

５　問い合わせ先・申し込み先
　　松野町役場　建設環境課　☎0895－42－1115

　町公式ホームページ内の 「ようこそ町長
の部屋へ」 では、 町長のコラムを更新して
います。 
　ぜひ、 ご覧ください。 

ようこそ
 町長の部屋へ
  ～ 松野の将来を語る ～

松野町長  坂本   浩

申請書類の提出
上記⑴～⑶の書類

自宅訪問
聞き取り調査

利用承認通知書
利用開始

利用不承認通知書

審査
事業利用の決定
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広見川水系水質検査結果

「みんなの川です、川を汚さないようにしましょう！」

採水日：令和６年11月28日

酸性、アルカリ性を示す指標で、「７」は中性、「７」を超えるとアルカリ性、「７」未満では酸性を
示します。
水温によって変動し、極端なアルカリ性化、酸性化は河川に生息する水生生物等に悪影響を及ぼします。

①水素イオン濃度 （ＰＨ）…………

⑥過マンガン酸カリウム消費量　… 
 　（KMnO4消費量） 

⑦濁　度　……………………………

④溶存酸素量 （ＤＯ）………………

②浮遊物質量 （ＳＳ）………………

③生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ）

⑤大腸菌数　…………………………

溶けないで水中に浮遊している粒径２ｍｍ以下の物質の量で、数値が高いほど水が濁っている状態です。
浮遊物質が多いとヘドロ等がたまったり、魚介類に悪影響を及ぼします。
水中にある有機物を、好気性微生物が分解するときに消費する溶存酸素の量です。
河川の汚濁の度合いを示す代表的な指標で、この数値が大きいほど川が汚れていることになります。

水中に溶解している酸素の量のことで、濃度が低下すると好気性微生物の活動が抑制され水域の浄化
作用が低下します。
酸素の無い川や少ない川では、悪臭が発生し、魚介類は生存できなくなります。

特定酵素基質培地法によって判定された好気性または通性嫌気性の細菌のことをいいます。
ヒトや動物の腸管内に常在し、ヒトの糞便中の大腸菌群の 90％以上を占めています。

被酸化性物質である有機物等（一部無機質も含む）によって消費されるの過マンガン酸カリウム消費量
のことで、有機物等が多いと数値が高くなります。（水道水質基準値は10mg/ℓ、快適水質目標値は
3mg/ℓ）
水の濁りの程度を数値で表したものです。
一般的に河川の上流部では１～ 10度で、下流に行くに従って50～ 90度程度になります。（水道水
質基準値は２度以下）

※生活環境の保全に関する環境基準（環境省）「河川：類型Ａ」（①～⑤該当：水道２級、水産１級、水浴が出来るもの）を基準値に設定しています。
　水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの　　水産１級：ヤマメ・イワナ等貧腐水性水域（河川上流部）の水産生物用

水素イオン
濃　　　度
（ＰＨ）
①河　川　名

項　目

基準値

浮遊物質量
 （ＳＳ） 

②

生物化学的
酸素要求量
（ＢＯＤ）
③

溶存酸素量
 （ＤＯ） 

④

大腸菌数

⑤

過マンガン酸
カリウム消費量
 （KMnO4消費量） 

⑥

濁　　度

⑦

6.5 以上～
8.5 以下 25㎎/ℓ以下 2.0㎎/ℓ以下 7.5㎎/ℓ以上 参考値 参考値300CFU

/100mℓ以下

7.88 

7.92 

7.91

7.65

7.65

7.55

7.95

8.17

7.73

7.35

7.77

広　見　川

鰯　　　川

宮 　 　 川

石 ヶ 内 川

延　行　川

奥　野　川

堀　切　川

目　黒　川

家　地　川

五 郎 丸 橋

大　門　橋

真　土　橋

松　丸　橋

千　歳　橋

五 反 田 橋

谷　口　橋

池　田　橋

Ｊ Ｒ 鉄 橋

寺　　　橋

県　　　境

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

１未満

0.30

0.38

0.44

0.26

0.03

0.01 未満

0.29

0.04

0.17

0.01 未満

0.15

10.48

10.57

10.55

10.06

9.76

9.41

10.14

10.69

9.89

10.24

10.12

3.0

2.7

3.0

2.4

1.8

2.1

2.2

1.8

1.9

1.7

1.8

3.3

2.7

4.7

2.2

1.8

2.2

3.2

0.8

2.1

0.2 未満

1.0

350

250

250

460

310

660

650

460

640

66

230
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Informationお し ら せ

「障害者控除対象者」認定のお手続について
　障害者手帳の交付を受けていなくても、 65歳以上で介護認定を受けられている人は、所得税の確定申告
や町県民税の申告の際に「障害者控除」の対象になる場合があります。
　控除を受けるためには「障害者控除対象者認定書」が必要です。

　　※　税の控除を受けるための証明になりますので、所得税等の申告をする必要のない人は、お手続の必要はあり
ません。

■ 認定書交付対象者
　　町内在住の65歳以上で、介護認定を受けられている人のうち、「介護認定における主治医意見書」の
内容が以下のいずれかに該当する人

　＜障害者＞
１　「介護認定における主治医意見書」の認知症高齢者の日常生活自立度が、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢb（知
的障害（軽度・中度）に準ずる）

　＜特別障害者＞
２　「介護認定における主治医意見書」の認知症高齢者の日常生活自立度が、ⅣまたはＭ（知的障害（重
度）に準ずる）
３　「介護認定における主治医意見書」の障害高齢者の日常生活自立度がＢ１、Ｂ２、Ｃ１又はＣ２（寝た
きり）

　　※　１～３に該当するかどうかは、介護認定の資料に基づき町が認定します。
　　※　要介護認定を受けている人でも、「介護認定における主治医意見書」で上記に該当しない場合が

あります。
　　※　障害者手帳をお持ちの人は、従来どおり申告時に提示することで控除を受けられますので、こ

の手続の必要はありません。
　　※　この認定書は、障害者控除の適用にのみ有効であり、障害者手帳の代わりとなるものではあり

ません。

■ 認定基準日
　　税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日（対象年中に死亡した場合は、死亡日） 

■ 所得控除額（控除を受けるためには、確定申告等が必要です。）

※　同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。

■ 申請の受付・お問合せ
　　保健福祉課（保健センター内）　☎0895－42－0708

27万円
40万円

（同居の親族の場合は、75万円）

障害者控除

特別障害者控除

控除区分 所得税 住民税
26万円
30万円

（同居の親族の場合は、53万円）



古 紙
月

火

水

木

金

 

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 

 ※上 家 地…第２火曜日
 ※吉野葛川地区…第１木曜日

月

火

水

木

金

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 ※上 家 地…第１・第３金曜日
 ※吉野葛川地区…第２・第４月曜日

不 燃 物 資 源

月

火

水

木

金

 

 町内全域

 

 

 ※上 家 地…第２・第４水曜日
 ※吉野葛川地区…第１・第３水曜日

ＰＥＴボトル びん・かん

月

火

水

木

金

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 ※吉野葛川地区…毎週火曜日
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予　　定 休 日 当 番 医日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

曜
日

土

日

月　

火

水

木　還付申告（松丸・延野々・豊岡）/松野町役場 /9：00～ 15：00

金　還付申告（松丸・延野々・豊岡）/松野町役場 /9：00～ 15：00

土

日　消防団出初式

月

火　建国記念の日

水　還付申告（富岡・上家地・目黒）/松野町役場 /9：00～ 15：00

木　還付申告（吉野・蕨生・奥野川）/松野町役場 /9：00～ 15：00

金　還付申告（吉野・蕨生・奥野川）/松野町役場 /9：00～ 15：00

土

日　第 71回不器男忌俳句大会

月　所得申告・申告相談（松丸）/松野町役場 /9：00～ 15：00

火　所得申告・申告相談（延野々　東組　仲組　野尻　住宅組）/松野町役場 /9：00～ 15：00 

水　所得申告・申告相談（延野々　五郎丸　古井谷）/松野町役場 /9：00～ 12：00

木

金　所得申告・申告相談（豊岡後）/松野町役場 /9：00～ 15：00

土

日　

月　振替休日

火　所得申告・申告相談（豊岡前）/松野町役場 /9：00～ 15：00

水　所得申告・申告相談（富岡）/松野町役場 /9：00～ 15：00

木

金　所得申告・申告相談（上家地）/松野町役場 /9：00～ 12：00

ごみ収集日程表

混ぜればゴミ！
分ければ資源！

ゴミの減量化に
ご協力ください！

2月の森の国行事予定表

可 燃 物

松﨑クリニック
石川循環器科内科

☎58ｰ4828
☎20ｰ0320

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

河野整形外科クリニック
山本内科医院

☎22ｰ1822
☎22ｰ5100

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

鈴木整形外科･外科
笹 岡 内 科

☎52ｰ0104
☎24ｰ3886

上田小児科 ☎25ｰ0100

口羽外科胃腸科医院
わたなべハートクリニック

☎32ｰ5000
☎25ｰ1717

桑折小児科 ☎24ｰ5633

溜尾整形外科
沖内科クリニック

☎52ｰ3133
☎25ｰ3335

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

篠 原 医 院
市立吉田病院

☎45ｰ3370
☎52ｰ0611

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

※休日当番医は、変更になることがありますので、新聞や電話等で確認し、
　事前に症状を説明し受診しましょう。

天皇誕生日
軽トラ市・予土線駅前マルシェ

松野鬼城太鼓・薩摩川内おどり太鼓交流公演 /
コミュニティセンター /13：00～
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